
 

 

 

 

毎日が投票日!! いつでも投票できます。 

１０月１６日（水）～１０月２６日（土） 

◆毎日（土・日曜日を含む） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

・ 令和５年３月から、記載いただく「宣誓書」の投票日に投票に行けない「理由」の選択欄
（○印の記入）がなくなりました。 

・ 期日前投票・不在者投票の詳細は、各市町村選挙管理委員会にお問い合わせ 
願います。                 【各市町村期日前投票所一覧】  

    

 
 

 
※ 運転免許証等を提示すると手続きがスムースです。 

第５０回衆議院議員総選挙・第 26 回最高裁判所裁判官国民審査 

 

 

 

 

 

① お店を休むわけには… 
（自営業の方や冠婚葬祭などの予定が 

ある方） 
② 前から旅行の約束が… 
（家族との温泉旅行や仲間とのドライブ

を楽しみたい方） 

③ レジャーの予定が… 
（観劇、紅葉狩りなどの予定がある方） 

④ 出張中で帰れない…  
（仕事などの出張で投票日に不在の方） 

 

 


